
日本製紙「リサイクル上質７０」を使用しています。この紙の古紙パルプ配合率
については、製紙会社の出庫証明書により、確認済みです。

古紙パルプ配合率70％再生紙を使用
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☆区内各家庭の郵便受けなどに配布しています

※日本人と外国人の混合世帯 1,976 を含む

外国人向け広報紙（英語版・中国語版・ハングル版）最新号ができました。 ☆区内の駅などで６月２０日から配布。区 からもご覧になれます

次号予告

世帯と人口 6月１日現在。（　）内は前月比

〈特集〉
南部地域に新しい施設が
オープンします

次号予告住民基本
台　帳 世 帯 数

人　　口   （人）
男 女 小　　計 合　　計

日本人 187,460※（116増） 156,450（99増） 153,623（72増）310,073（171増）
324,823（173増）

外国人 10,520（13減） 7,441 （5増） 7,309 （3減） 14,750 （2増）

◦郵便等投票の請求期限は
　７月６日（水）午後5時です
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険
の被保険者証（要介護状態区分が要介護５の方）を
お持ちの方は、自宅で投票できる場合があります。
◦候補者のポスターは
　6月22日から区内３１６か所に
　掲示場に表示してある二次元コードを読み取る�
と、区選挙管理委員会　から情報をご覧になれます。
◦選挙公報を６月29日〜７月3日に各戸配布
　区民活動センターなど主な施設や区内の各駅、
期日前投票所や各投票所にも備えます。また、
東京都　http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/
でもご覧になれます。
◦投票所の名称変更（所在地は変更なし）
　【第３０投票区】
　　沼袋保育園分園⇒にじいろのがた学童クラブ

参議院議員選挙

◦投票所入場整理券（入場券）をお持ちください
　６月２２日から封書で入場券を世帯ごとに郵送します。紛失した場合は再
交付するので、投票所の係員にお伝えください。
　なお、入場券が届いていない場合でも、投票資格があれば投票できます。
☆郵便受けに名前が無い、表札が分かりにくいなどの場合、届かない恐れ
があるのでご注意を
◦代理投票・点字投票
　身体に障害があるなどの理由で投票用紙への記入が困難な方には、投票
所の係員が投票のお手伝いをします。投票の秘密は堅く守られます。また、
目の不自由な方は、点字で投票できるので、係員にお申し出を。
◦車いすのままで投票できます
　段差のある投票所には、スロープを備え、係員も付き添います。また、各
投票所には車いすを備えているので、ご利用ください。
◦投票日に投票所に行けない方は期日前投票を
　入場券が届いている場合は、裏面の期日前投票宣誓書に記入してお持ち
ください。中野区で投票できる方は、住所にかかわらず、どの期日前投票所で
も投票できます。
☆投票日当日は、指定された投票所以外での投票はできません

◦滞在先や病院などで不在者投票ができます
　出張や旅行などで一時的に区外に滞在する方、及び、都道府県の選挙管
理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所中の方で、投票所
に行けない方は、不在者投票ができます。

区選挙管理委員会／９階　
☎（３２２８）５５４１　FAX（３２２８）５６８７

7月10日（日）は
投票日

（午前7時～午後8時）

開設日 期日前投票所　☆いずれも午前８時半〜午後８時
６月２3日（木）〜７月９日（土） 中野区役所１階特別集会室

７月３日（日）〜７月９日（土） 区民活動センター

南中野（南台３－６－１７）
東　部（中央２－１８－２１）
江古田（江原町２－３－１５）
野　方（野方５－３－１）
鷺　宮（鷺宮３－２２－５）

中野区で投票できる方
　中野区で投票できるのは、中野区の選挙
人名簿に登録されている方です。
　今回の参議院議員選挙では、「平成１０年
７月１１日までに生まれた方で、同２８年３月
21日までに中野区に転入届を出し、６月21
日現在、引き続き中野区に住んでいる方」
が新しく登録されます。
☆�６月21日現在、中野区に住んでいない方で
も、３か月以上住んでいた方は、登録される
場合があります

３月22日以降に
中野区に転入した方は
　平成２８年３月22日以降
に中野区に転入届を出した
方で、前住所地の選挙人名
簿に登録されている方の場
合、投票場所は前住所地で
す。詳しくは、前住所地の
選挙管理委員会に問い合わ
せを。

貴重な一票を生かすため、必ず投票しましょう。

証明担当／１階　☎（３２２８）５５０６
住民記録担当／１階　☎（３２２８）５５００

庁舎担当／８階　☎（３２２８）８８５４
☆中野区自動車駐車場（中野4－11）は利用でき
ます

７月１０日は日曜窓口（住民票などの発行
や転出入届の預かり等の窓口事務）を休
止します。また、タイムズ中野区役所
駐車場は臨時休業します

①東京都選挙区（※）の投票
「東京都選出の候補者氏名」を記入
※今回の参議院議員選挙から、6人を改選（前回までは5人。
なお、定数は12人で、任期6年。3年ごとに半数を改選）

②比例代表選出の投票
「比例代表選出の候補者氏名」か「政党その他の政
治団体の名称または略称」を記入

これから中野区外へ転出する方は
　中野区の選挙人名簿に登録されていて、こ
れから転出する方の投票場所は、中野区です。

最近区内転居をした方は
　中野区の選挙人名簿に登録されている方
で、６月１日までに区内転居の届け出をした方
は新住所地の投票所で、６月２日以降に届け
出をした方は前住所地の投票所で投票するこ
とになります。

今回の
選挙の投票は
２種類

▲明るい選挙
　イメージキャラクター
　「選挙のめいすいくん」☆不明な点などは、早めに区選挙管理委員会へ問い合わせを

今回の選挙から、
18歳以上の方が
投票可能に（これ
までは20歳）

➡


